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国
会
で
は
、
以
前
か
ら
人
権
擁
護
法
案
に
つ
い
て
審
議
さ
れ
て
い
ま
す
。
８
月
に
は

人
権
侵
害
救
済
法
案
の
人
権
機
関
設
置
の
基
本
方
針
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
私
た
ち
は

知
り
、
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

人
権
に
つ
い
て
考
え
る
一
週
間
。
ま
ず
は
私
た
ち
が
身
近
に
相
談
で
き
る
人
権
擁
護

委
員
の
こ
と
を
改
め
て
、
勉
強
し
ま
し
ょ
う
。

　

福
岡
労
働
局
で
は
、
11
月
を
「
仕
事
と
生

活
の
調
和
（
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
）

推
進
月
間
」
と
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
福
岡
県
内
の
企
業
・
働
く
み
な
さ

ん
に
、
一
斉
ノ
ー
残
業
デ
ー
の
実
施
を
呼
び

か
け
て
い
ま
す
。

　

働
き
方
に
メ
リ
ハ
リ
を
付
け
る
こ
と
も
重

要
で
す
。
ノ
ー
残
業
デ
ー
を
導
入
し
て
い
な

▼
採
用
期
間　
平
成
24
年
４
月
１
日
～
平
成

25
年
３
月
31
日

▼
採
用
予
定
人
員　
保
育
士
、
幼
稚
園
教
諭

採
用
数
３
人

▼
受
験
資
格　
保
育
士
資
格
並
び
に
幼
稚
園

教
諭
免
許
の
両
方
を
有
す
る
人

※
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

は
受
験
で
き
ま
せ
ん
。

・
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
人

・
地
方
公
務
員
法
第
16
条
に
該
当
す
る
人

▼
受
付
期
間　
11
月
14
日
（
月
）
～
12
月
２

日
（
金
）
８
時
30
分
～
17
時

▼
試
験
日
時　
平
成
24
年
１
月
中
旬
予
定

▼
場
　
所　
須
恵
町
役
場
３
階
大
会
議
室

▼
試
験
内
容　
作
文
、
人
物
（
面
接
）
試
験

い
企
業
な
ど
で
は
、
こ
の
機
会
に
ノ
ー
残
業

デ
ー
を
導
入
し
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

詳
し
く
は
、
福
岡
労
働
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先　

　

福
岡
労
働
局
労
働
基
準
部
監
督
課　

　

☎
４
１
１
・
４
８
６
２

▼
合
格
発
表　
平
成
24
年
１
月
下
旬

▼
採
用
時
の
基
本
給　
14
万
３
０
０
円

　
（
経
験
年
数
に
よ
り
加
算
あ
り
）

▼
手
当
お
よ
び
有
給
休
暇　
須
恵
町
嘱
託
職

員
規
定
に
よ
る

▼
そ
の
他　
社
会
保
険
・
雇
用
保
険
あ
り

▼
受
験
申
込　
受
験
申
込
書
に
必
要
事
項
を

記
入
し
て
、
総
務
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

※
申
込
書
、
実
施
要
綱
は
11
月
14
（
月
）
以

降
に
、
総
務
課
で
配
布
し
ま
す
。

▼
提
出
・
問
合
せ
先　
総
務
課

　

☎
９
３
２
・
１
１
５
２（
ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
）

　

☎
９
３
２
・
１
１
５
１
（
内
線
３
１
７
）

須
恵
町
嘱
託
職
員（
保
育
士
、幼
稚
園
教
諭
）

採
用
試
験
を
実
施
し
ま
す

11
月
16
日
は
一
斉
ノ
ー
残
業
デ
ー

　

１
９
４
８
年
（
昭
和
23
年
）
12
月
10
日
、

国
際
連
合
第
３
回
総
会
で
、
世
界
に
お
け
る

自
由
、
正
義
お
よ
び
平
和
の
基
礎
で
あ
る
基

本
的
人
権
を
確
保
す
る
た
め
、
す
べ
て
の
人

民
と
す
べ
て
の
国
と
が
達
成
す
べ
き
共
通
の

標
準
と
し
て
、
世
界
人
権
宣
言
が
採
択
さ
れ

ま
し
た
。

　

１
９
４
９
年（
昭
和
24
年
）、
法
務
省
と
全

国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
が
、
毎
年
12
月
10

日
を
最
終
日
と
す
る
１
週
間
を
人
権
週
間
と

定
め
ま
し
た
。

人
権
擁
護
委
員

　

人
権
擁
護
委
員
法
第
２
条
、
第
６
条
お
よ

び
第
９
条
を
要
約
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
り

ま
す
。

・
人
権
擁
護
委
員
は
、
地
域
住
民
の
中
か
ら

人
格
見
識
の
優
れ
た
人
た
ち
が
選
ば
れ
、

法
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
ま
す
。

・
任
期
は
３
年
で
、
再
任
も
可
能
で
す
。

・
国
民
の
日
常
生
活
の
中
で
人
権
尊
重
思
想

の
普
及
高
揚
を
図
る
と
と
も
に
、
人
権
侵

害
に
よ
る
被
害
者
を
救
済
し
、
人
権
を
擁

護
し
ま
す
。

　

須
恵
町
か
ら
世
界
に
挑
戦
す
る
人
を
紹
介

し
ま
す
。

　

11
月
26
日
（
土
）、
27
日
（
日
）
に
行
わ

れ
る
チ
ア
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
第
６
回
世
界
選
手

権
香
港
大
会
の
日
本
代
表
ナ
シ
ョ
ナ
ル
チ
ー

ム
メ
ン
バ
ー
に
、
須
恵
町
出
身
の
上
野
紗
央

里
さ
ん
が
選
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

上
野
さ
ん
は
、
同
競
技
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
の

日
本
文
理
大
学
に
通
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

世
界
大
会
を
前
に
、「
初
心
者
で
入
部
し
、

と
て
も
不
安
で
し
た
。
し
か
し
、『
足
り
て

な
い
な
ら
人
の
何
十
倍
も
練
習
し
な
く
て
は

ダ
メ
！
継
続
は
力
な
り
！
』
と
の
監
督
か
ら

の
言
葉
を
信
じ
、
練
習
に
励
み
ま
し
た
。
香

港
で
の
世
界
大
会
で
優
勝
す
る
事
を
目
指
し

が
ん
ば
る
の
で
、
エ
ー
ル
を
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。」
と
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　

９
月
18
日
（
日
）、
第
６
回
全
日
本
都
道

府
県
対
抗
少
年
剣
道
優
勝
大
会
（
大
阪
府
大

阪
市
）
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

福
岡
県
チ
ー
ム
に
百
田
尚
眞
さ
ん
（
須
恵

中
・
須
恵
剣
友
会
）、
日
髙
榛
花
さ
ん
（
同
）

が
選
抜
さ
れ
、
大
活
躍
。
準
優
勝
に
大
き
く

貢
献
し
ま
し
た
。

　

大
将
を
務
め
た
百
田
さ
ん
は
、「
県
代
表

と
し
て
試
合
に
出
場
で
き
た
こ
と
は
光
栄
で

し
た
。
次
は
高
校
で
日
本
一
を
目
指
し
ま

す
。」
と
決
意
を
新
た
に
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
日
髙
さ
ん
は
９
月
25
日
（
日
）
に

行
わ
れ
た
第
29
回
全
日
本
小
中
学
生
女
子
個

人
選
抜
剣
道
練
成
大
会
（
兵
庫
県
姫
路
市
）

で
、
並
み
い
る
強
豪
を
打
ち
破
り
、
優
勝
を

果
た
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
第
６
条
３
項
の
中
に
は
、
選
挙
権

の
表
記
か
ら
、
国
籍
条
項
「
日
本
国
籍
を
持

つ
成
年
者
」
が
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

人
権
擁
護
委
員
の
仕
事

　

人
権
擁
護
委
員
法
第
11
条
を
要
約
す
る
と

次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

１
．
自
由
人
権
思
想
の
啓
も
う
活
動
。

２
．
民
間
に
お
け
る
人
権
擁
護
運
動
の
助
長
。

３
．
人
権
侵
犯
事
件
の
救
済
の
た
め
の
調
査

や
情
報
を
収
集
し
、
法
務
大
臣
へ
の
報
告

や
関
係
機
関
へ
の
勧
告
な
ど
適
切
な
処
置

を
講
じ
る
こ
と
。

４
．
貧
困
者
に
対
し
て
、
訴
訟
援
助
そ
の
他

そ
の
人
権
擁
護
の
た
め
の
適
切
な
救
済
方

法
を
講
じ
る
こ
と
。

　

人
権
に
つ
い
て
、
困
っ
た
こ
と
や
心
配
な

こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
人
権
擁
護
委
員
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
順
不
同
・
敬
称
略
）

安
河
内
義
子
さ
ん
が
退
任

木
下
澄
子
さ
ん
に
委
嘱

　

安
河
内
義
子
さ
ん
（
上
須
恵
区
）
は
、
平

成
11
年
10
月
１
日
か
ら
今
年
９
月
30
日
ま
で

４
期
12
年
と
い
う
長
期
に
わ
た
り
務
め
ら
れ

ま
し
た
。
10
月
１
日
、
新
た
に
木
下
澄
子
さ

ん
（
甲
植
木
区
）
に
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

　

検
察
審
査
会
は
、
犯
罪
の
被
害
者
や
犯

罪
を
告
訴
・
告
発
し
た
人
か
ら
検
察
官
の

不
起
訴
処
分
を
不
服
と
し
て
申
し
立
て
が

あ
っ
た
と
き
に
審
査
を
始
め
ま
す
。

　

審
査
員
は
、
選
挙
権
を
有
す
る
国
民
の

中
か
ら
「
く
じ
」
で
選
ば
れ
た
11
人
が
、

国
民
を
代
表
し
て
、
申
し
立
て
の
あ
っ
た

検
察
官
の
不
起
訴
処
分
を
審
査
し
ま
す
。

　

審
査
員
に
選
ば
れ
た
と
き
に
は
、
国
民

の
代
表
と
し
て
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

▼
問
合
せ
先

　

福
岡
検
察
審
査
会
事
務
局　

　

☎
７
８
１
・
３
１
４
１

上
野
紗
央
里
さ
ん
、

世
界
一
に
向
け
て

百
田
さ
ん
、
日
髙
さ
ん

ま
た
も
快
挙
!!

笑顔で華麗に技を決める
上野さん（写真左下）

人KENまもるくんとあゆみちゃんは
全国で大活躍

県代表として大活躍した
百田さん（写真左）と日髙さん（写真右）

12
月
４
日
か
ら
12
月
10
日
ま
で
は

人
権
週
間

人
権
週
間

訂
正
お
詫
び

　
広
報
10
月
号
で
、
次
の
箇
所
に
誤
り
が
あ
り
ま

し
た
の
で
、
訂
正
し
て
お
詫
び
し
ま
す
。

●
５
ペ
ー
ジ
見
出
し

誤　
▼
須
恵　
中
百
田
さ
ん
～

正　
▼
須
恵
中　
百
田
さ
ん
～

●
15
ペ
ー
ジ
「
お
正
月
料
理
教
室
料
理
教
室
生
募
集
」
中

正　
▼
12
月
15
日
（
木
）

●
同
「
校
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
祭
り
の
ご
案
内
」
ぺ
っ
た
ん

　
フ
ェ
ア

正　
▼
11
月
６
日
（
日
）

●
19
ペ
ー
ジ
「
俳
句
」
中

誤　
▼
さ
ざ
波
の
湖
に
浮
か
ぶ
こ
ぼ
れ
萩

正　
▼
さ
ざ
波
の
湖
に
浮
か
ぶ
や・
こ
ぼ
れ
萩

検
察
審
査
員
に
選
ば
れ
た
ら

ご
協
力
を
！

丸
山
信
幸

☎
９
３
５
・
１
０
１
８

古
川
信
泰

☎
９
３
５
・
０
３
３
７

東　

紀
子

☎
９
３
２
・
４
０
８
１

平
嶋
峰
晴

☎
９
３
３
・
５
３
７
９

木
下
澄
子

☎
９
３
６
・
５
０
４
５

わ
た
し
の
町
の
人
権
擁
護
委
員


